
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  居住用財産の譲渡特例の相手先               

Ｑ：居住用財産を譲渡した場合に3,000万

円の特別控除が受けられる制度があるそうで

すが、この特例は同族会社に譲渡した場合に

も適用がありますか？                                   

                                             

Ａ：特別な関係がある者への譲渡には適用

がありません。 

【解説】 

お尋ねの特例は、個人が居住用財産を譲渡

した場合にその譲渡所得から3,000万円の範

囲で特別控除額が差し引かれるというもので、

所有期間の長短は問わず適用が受けられると

いうものですが、特別な関係がある者に対す

る譲渡には適用がないこととなっています。 

特別な関係がある者とは、次のような個人

法人をいいます。 

 ①譲渡者の配偶者及び直系血族 

 ②譲渡者と生計を一にしている親族 

 ③居住用家屋の譲受け後その譲受けた家屋に

譲渡者と同居する親族 

 ④譲渡者の内縁の配偶者及びその者の親族で

生計を一にしている者 

 ⑤譲渡者から受ける金銭その他の財産により

生計を維持している者及びその者の親族で

その者と生計を一にしている者 

 ⑥譲渡者、譲渡者の上記①、②、③に該当す

る親族、譲渡者の使用人及びその使用人の

親族でその使用人と生計を一にしている者

並びに上記④、⑤に該当する者(同族関係

者)を判定の基礎となる株主等とした場合

に同族関係者等が他の会社を支配している

場合における他の会社 
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